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第
一
章

内
閣
官
房
等
関
係

（
内
閣
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

内
閣
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
二
項
第
八
号
中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
）

第
二
条

国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
第
十
七
号
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政

執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
の
二
第
一
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、同
条
第
二
項
第
二
号
中「
第

五
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
の
三
第
二
項
第
二
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を「
行
政
執
行
法
人
」

に
改
め
る
。

第
七
条
第
四
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関
係
に
関

す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
二
第
一
項
、
第
八
条
の
二
第
一
項
並
び
に
第
十
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を

「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
八
条
第
一
項
中
「
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年

法
律
第
百
二
号
）
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
」
及
び「（
以
下
「
改
正
後
の
法
」と
い
う
。）」を
削
り
、「
改

正
後
の
法
の
」
を
「
同
法
の
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
改
正
後
の
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
後
の
法
」

を
「
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
法
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
条
中
「
改
正
後
の
法
」
を
「
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
」
に
改
め
る
。

（
一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

一
般
職
の
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
項
第
三
号
中
「
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
第
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
行
政
執
行
法
人
」
に
、「
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
等
」
を
「
行
政
執
行
法
人
職
員
等
」
に
改
め
る
。

第
百
六
条
の
四
第
一
項
、
第
三
項
、
第
四
項
並
び
に
第
五
項
第
二
号
及
び
第
四
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を

「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め

る
。第

百
六
条
の
二
十
四
第
一
項
第
一
号
及
び
第
百
六
条
の
二
十
七
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を「
行
政
執
行
法
人
」

に
改
め
る
。

第
百
八
条
の
六
第
三
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
の
労
働
関
係
に
関
す
る
法
律
」
を
「
行
政
執
行
法
人
の
労
働
関

係
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

第
百
九
条
第
十
七
号
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
条
第
十
八
号
中
「
第
五
十

四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
百
十
二
条
第
三
号
中
「
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
五
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
三
条

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
一
条
の
七
第
三
項
中
「
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す

る
行
政
執
行
法
人
」
に
、「
特
定
独
立
行
政
法
人
職
員
等
」
を
「
行
政
執
行
法
人
職
員
等
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
の
八
第
三
項
、
第
十
二
条
第
四
項
、
第
十
二
条
の
二
第
三
項
及
び
第
十
四
条
第
二
項
中
「
特
定
独
立
行

政
法
人
職
員
等
」
を
「
行
政
執
行
法
人
職
員
等
」
に
改
め
る
。

（
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を「
行
政
執
行
法
人
」

に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
第
五
号
、
第
五
条
第
一
項
及
び
第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行

法
人
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
二
項
の
表
第
三
条
第
一
項
の
項
中
「
第
二
条
第
二
項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に
、「
特
定
独
立
行
政

法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
表
第
四
条
第
三
項
第
五
号
の
項
中
欄
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」を「
行

政
執
行
法
人
」
に
改
め
、
同
項
下
欄
中
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
」
を
「
独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
六
号
）
に
よ
る
改
正
前
の
独
立
行
政
法
人
通
則
法
」
に
改
め
、
同
表
第
五
条

第
一
項
の
項
及
び
第
二
十
六
条
第
二
項
の
項
中
「
特
定
独
立
行
政
法
人
」
を
「
行
政
執
行
法
人
」
に
改
め
る
。

（
罰
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
場
合

に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
の
経
過
措
置
の
政
令
へ
の
委
任
）

第
十
五
条

附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置（
罰

則
に
関
す
る
経
過
措
置
を
含
む
。）は
、
政
令
で
定
め
る
。
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独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。御

名

御

璽

平
成
二
十
六
年
六
月
十
三
日

内
閣
総
理
大
臣

安
倍

晋
三

法
律
第
六
十
七
号

独
立
行
政
法
人
通
則
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
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